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 税理士は、税務に関する専門家として、独立かつ公正な立場において、

申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関す

る法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする職業

人であり（税理士法１条）、そのような見地からすると、税理士は、税務代

理に関する委任契約を締結した納税義務者が課税庁の質問検査権を行

使されるに当たり、納税義務の適正な実現に資するべく、その現場に立ち

会い、検査の対象となっている納税義務者のすべき主張・陳述について

代理・代行することができることは当然であり、望ましいことでもある。そし

て、そのような立場に自覚的な税理士であるほど、課税庁が税理士の立

会いなしにする質問検査権の行使に警戒的になることは容易に想定され

るとともに、本件における控訴人もそのような立場から本件税務職員らに

対応したものと認められ、その心情には理解できるものがある。 

 そして、既に説示したとおり、本件の無予告調査の正当性には相当の疑

問があることなどからすれば、本件における控訴人の対応には全く理由が

ないとはいえないが、本件職員らに違法行為・違法事由があったとまでは

認め難いことからすれば、結局、控訴人の本訴請求は排斥するほかはな

い。 


